
大田市告示第１２１号 

  

大田市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱（平成２５年大田市告示第３

２号）の一部を次のように改正する。 

   

令和６年６月２１日 

                   大田市長 楫 野 弘 和 

 

 第３条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第

４号を第３号とする。 

第６条第２項中「、申請者世帯の住民税課税状況等を調査し」を削る。 

別表中「５５，８００円」を「５９，０００円」に、「９，０００円」

を「９，５００円」に、「６７，３００円」を「７１，２００円」に、

「８７，０００円」を「９２，０００円」に、「１３７，０００円」を

「１４４，９００円」に、「７０，１００円」を「７４，１００円」に、

「１２０，０００円」を「１２６，９００円」に改める。 

様式第１号を次のように改める。 



 



様式第３号を次のように改める。 

 



   附 則 

 この告示は、令和６年６月２１日から施行し、この告示による改正後の

大田市難聴児補聴器購入助成事業実施要綱の規定は、令和６年４月１日か

ら適用する。 


